
交通計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通政策基本法 交通政策基本計画 国立市

市 
・基本理念の具現化 

・基本理念 

・基本事項 

国 

地域公共交通活性化及び

再生に関する法律 

地域公共交通網形成計画 

・交通ネットワークサービス 

・コンパクトなまちづくり 

地域公共交通再編実施計画 

承認後政策実施 

・道路運送法等の法律上の特例 

・地方公共団体の責務 

 自然的経済的社会的諸条件に応じた 

施策の策定、実施の責務を有する 

・公共交通機関の輸送人員の減少 

・公共交通ネットワークの縮小、サービス

の低下が有る場合 

・公共交通事業者等の同意 

地 域 交 通 計 画 

（アクションプラン） 

地域交通計画推進

庁内検討委員会 

地
域
公
共
交
通
会
議 

自
転
車
対
策
審
議
会 

(

仮)

福
祉
交
通
会
議 

・
市
民
生
活
に
必
要
な
バ
ス
等
の
旅
客
運
送
確
保 

・
地
域
特
性
に
適
し
た
移
動
手
段
の
実
現 

○
道
路
運
送
法
の
規
定
に
基
づ
き
関
係
機
関
の
調
整
・
協
議 

 

交
通
安
全
対
策
審
議
会 

・
自
転
車
の
安
全
利
用
の
促
進
及
び
自 

転
車
等
の
駐
車
対
策
の
総
合
的
推
進
に 

関
す
る
法
律 

・
交
通
安
全
対
策
基
本
法 

 
 

・
第
９
次
交
通
安
全
計
画
（
都
） 

・持続可能な公共交通 

・アクションプランの評価 

・地域交通計画の見直し 交通マスタープラン 

・市の支援 

未設置 
依 

頼 

報 

告 

・
福
祉
的
な
交
通
の
調
査
・
研
究
・
検
討 

福
祉
交
通
検
討
部
会 

・
福
祉
交
通
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
策
定 

・
福
祉
交
通
補
助
施
策
の
充
実 

未設置 

・
福
祉
交
通
会
議
の
設
置
検
討 
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平成２７年１１月２７日 


